
動物の愛護及び管理に関する法律 
第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者
は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処す
る。 

愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめるこ
とにより衰弱させる等の虐待を行った者は、100万円
以下の罰金に処する。 
愛護動物を遺棄した者は、100万円以下の罰金に処
する。  


